
令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
受
領

答

弁

第

二

四

五

号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
四
五
号

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
監
査
法
人
の
強
制
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
監
査
法
人
の
強
制
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

金
融
庁
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
七
月
の
「
監
査
法
人
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
に
関
す
る
調
査
報
告
（
第
一
次
報

告
）
」
に
お
い
て
、
英
国
等
に
お
け
る
監
査
法
人
の
強
制
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
と
共
に
強
制
入
札
制
度
に
関
し
行
っ
た
調

査
の
結
果
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
関
し
、
必
要
な
調
査
及
び
検
討
を
進
め
る
こ
と
と

し
て
い
る
。


